
                                       

 

工事にあたっての留意事項 

 

１．目的 

 施工者は、本件工事の施工にあたり、ご近隣の皆様方の影響と現場周辺の環境を重視し、本書

に定めた各事項を遵守いたします。 

 

２．現場管理 

工事作業所付近における適切な安全対策ならびに火災・風紀・衛生等の事故防止の為の現場管

理を厳正に行います。 

ご近隣の皆様からの申し入れ等については，誠意をもって対処いたします。 

 

３．工期 

   本件工事の工期は、以下のとおりとし工期に変更が生じる場合、施工者は事前に近隣の皆様へ

ご連絡いたします。 

   工事：令和 5 年 9 月 21 日 ～ 令和 7 年 5 月 31 日(619 日間) 

また、作業開始日や冬期休工期間については、詳細が決まり次第、別途お知らせします。 

 

４．作業時間および休日 

（１）作業時間は原則として、午前 8 時より午後 6 時 00 分までといたします。 

※但し、作業開始前の準備及び作業終了後の清掃時間は、上記時間の前後 30 分程度作業

を行わせていただきます。 

（２）日曜日、夏期休暇(お盆)及び年末より年始は、作業休日とします。また、土曜日は不定休

とし、現場休業に努めます。 

（３）以下の場合には、前記（１）、（２）にかかわらず作業を行うものとします。 

1）暴風雨・地震等の緊急時の安全維持作業 

2）道路交通法などにより、時間的に車輌規制を受ける作業（警察署等の指導に基づき行

います。） 

3）交通渋滞・事故等の理由によりやむを得ない事情が生じた場合の作業 

4）コンクリート流し込み作業、コンクリート直仕上げ作業等、作業中断の難しい作業 

5）近隣の皆様にご迷惑をかけることが少ないと思われる軽作業や内装作業等 

 

５．作業工程の掲示 

本件工事現場の外部より見やすい場所に掲示板を設け、作業工程を事前に掲示いたします。 

 

 

 

 



                                       

６．工事関係車両対策 

（１）工事用車輛の通行に関しては、警察署と協議の上慎重に計画して参ります。 

（２）工事用車両の運行は、定められた運行経路を厳守するとともに車両誘導員を適正に配置し、

事故防止に努めます。 

 

７．安全対策 

工事作業所の周囲には仮囲いを設け、第三者の侵入を防ぎます。また、計画建物の外周に設け

る仮設足場には養生シート、ネット張り等を行い、粉塵や飛散物防止に努めます。 

 

８．騒音・振動対策 

建設工事による騒音・振動の発生は、その作業の性質上完全に防止することはできませんが、

騒音規制法・振動規制法を遵守した中で、低騒音・低振動の建設重機・工法等を採用し、ご近隣

の皆様へのご迷惑を最小限となるよう努力いたします。 

 

９．清掃対策 

 現場周辺の道路は、適宜散水及び清掃を行い、粉塵・土砂・ほこりの飛散防止に努めます。 

また、廃材等を周辺に放置しないようにいたします。 

 

１０．家屋等の保全 

本件工事に起因して家屋及び付属物等に損傷を与えた場合は、施工者は速やかに調査し、復旧

または原状回復する等、誠意を持って必要な措置を講じます。 

そのため必要に応じて、事前に写真撮影等の家屋調査を行い、結果を記録として相互で保管す

ることとします。 

※対象は、隣接家屋となります。（詳細については、別途お知らせ致します。） 

 

１１．その他 

本書に記載のない事項につきましても、施工者はその都度誠意をもって対処いたします。 

 

 

 

 

 

●本件工事の担当者および連絡先(代表者)は次のとおりです。 

（建築工事施工者）株式会社加賀田組新潟支店 

      【仮現場事務所】※本設の現場事務所は、現在準備中。 

㈱加賀田組上越営業所：新潟県上越市富岡字越中田 803 番地 

営業所長 羽生 憲 

       担当：建築部 作業所長 瓶子 秀一 

電話：025-544-9883（本設は、決まり次第お知らせ致します。） 


